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本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
河
原
氏
が
、
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
を
中
心

に
中
近
世
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
慈
善
と
救
貧
を
問
題
と
さ

れ
る
一
方
、
藤
木
氏
は
、
ワ
ク
フ
と
絡
め
な
が
ら
オ
ス
マ
ン
帝
国

都
市
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
慈
善
と
救
貧
を
扱
わ
れ
た
。
研
究
史
に
つ

い
て
の
丁
寧
な
サ
ー
ベ
イ
を
踏
ま
え
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
や
医
療
史
、

公
権
力
に
よ
る
「
公
共
善
」
と
の
関
係
、
ま
た
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
や

ム
ス
リ
ム
社
会
と
の
比
較
史
と
い
っ
た
新
た
な
研
究
動
向
も
視
野

に
お
さ
め
ら
れ
て
い
て
、
実
に
刺
激
的
な
報
告
で
あ
っ
た
。

以
下
、
筆
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
中
近
世
ス
ペ
イ
ン
に
お
け

る
慈
善
（
救
貧
）
研
究
の
視
点
か
ら
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
試
み

た
い
。
研
究
領
域
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
的
外
れ
な
コ
メ
ン
ト
も

含
ま
れ
る
と
思
う
が
、
ご
寛
恕
い
た
だ
き
た
い
。

一
�
中
近
世
ス
ペ
イ
ン
都
市
の
慈
善
（
救
貧
）
モ
デ
ル
（
1
）

中
近
世
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
王
権
、
教
会
・
修
道
院
、
兄
弟
団

（
兄
弟
会
）、
ギ
ル
ド
、
都
市
当
局
、
教
区
、
国
王
や
貴
族
、
有
力

市
民
な
ど
多
様
な
権
力
と
社
会
的
結
合
、
個
人
が
慈
善
（
救
貧
）

活
動
の
主
体
と
な
っ
た
。
施
療
院
で
の
慈
善
（
救
貧
）
活
動
の
対

象
と
な
っ
た
「
貧
民
」
も
、
曖
昧
か
つ
多
義
的
な
概
念
で
あ
り
、

貧
民
、
病
人
、
寡
婦
、
孤
児
、
貧
し
い
未
婚
女
性
や
老
人
、
戦
争

捕
虜
、「
神
の
貧
民
」
と
し
て
の
巡
礼
者
な
ど
、
様
々
な
境
遇
や

身
分
の
人
々
を
含
ん
で
い
た
。

一
三
世
紀
ま
で
慈
善
（
救
貧
）
活
動
に
中
心
的
役
割
を
担
っ
た

の
は
、
教
会
・
修
道
院
│
│
た
だ
し
個
人
と
し
て
の
国
王
や
有
力

貴
族
も
参
与
│
│
で
あ
り
、
宗
教
的
規
範
に
基
づ
く
「
宗
教
的
救

貧
」
を
基
本
と
し
た
。
そ
れ
は
封
建
的
エ
リ
ー
ト
層
の
「
寛
容
」

コ
メ
ン
ト
１

中
近
世
ス
ペ
イ
ン
の
慈
善（
救
貧
）研
究
の
視
点
か
ら

関

哲

行

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
環
地
中
海
都
市
の
慈
善
と
救
貧
│
│
中
世
か
ら
近
世
へ
│
│
」

コ
メ
ン
ト
１

中
近
世
ス
ペ
イ
ン
の
慈
善（
救
貧
）研
究
の
視
点
か
ら

一
六
一
（
三
八
五
）



の
表
明
で
あ
り
、
少
数
の
「
貧
民
」
を
対
象
と
し
た
儀
礼
的
救
貧

と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
た
。
一
四
〜
一
六
世
紀
に
入
る
と
教

会
・
修
道
院
の
み
な
ら
ず
、
王
権
や
都
市
当
局
、
兄
弟
団
も
「
貧

民
」
へ
の
慈
善
（
救
貧
）
活
動
に
組
織
的
に
関
与
し
、
多
数
の
施

療
院
が
設
立
さ
れ
た
。
俗
人
の
組
織
的
関
与
を
意
味
す
る
「
世
俗

的
救
貧
」
が
、
中
世
末
期
に
お
け
る
多
数
の
「
貧
民
」
の
出
現
、

都
市
的
世
界
の
拡
充
、
王
権
の
伸
長
に
よ
る
「
強
権
的
王
政
」
へ

の
傾
斜
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

「
貧
民
」
観
も
中
世
末
期
以
降
、
次
第
に
変
化
し
た
。
一
三
世

紀
ま
で
の
慈
善
（
救
貧
）
は
、
寄
進
者
│
│
多
く
の
場
合
、
富
者

な
い
し
権
力
者
で
あ
っ
た
│
│
の
霊
的
救
済
を
第
一
義
的
目
的
と

し
た
儀
礼
的
救
貧
で
あ
り
、
少
数
な
が
ら
も
全
て
の
「
貧
民
」
を

受
容
す
る
「
無
差
別
の
救
貧
」
を
原
則
と
し
た
。
そ
こ
で
は
「
貧

民
」
は
、
寄
進
者
が
「
天
に
富
を
積
み
」、
霊
的
救
済
を
担
保
す

る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
四
〜
一
六
世
紀
の

「
世
俗
的
救
貧
」
の
時
代
に
は
、
社
会
秩
序
の
維
持
、
民
衆
の

「
社
会
的
規
律
化
」
が
重
視
さ
れ
、「
恥
ず
べ
き
貧
民
（
偽
貧

民
）」
と
「
真
の
貧
民
」
を
峻
別
す
る
「
差
別
的
救
貧
」
が
、
救

貧
理
念
の
基
本
と
な
っ
た
。
中
世
末
期
の
「
貧
民
」
の
激
増
、
労

働
観
の
転
換
、「
公
共
善bien

público

」
観
念
の
浸
透
も
、「
貧

民
」
の
選
別
と
差
別
化
に
寄
与
し
た
。
労
働
は
神
に
よ
っ
て
課
せ

ら
れ
た
義
務
で
あ
り
、
十
分
な
身
体
能
力
を
持
ち
な
が
ら
、
慈
善

に
頼
っ
て
労
働
を
忌
避
す
る
「
恥
ず
べ
き
貧
民
」
は
、
社
会
秩
序

と
「
公
共
善
」
を
損
な
い
、
神
の
恩
寵
獲
得
に
も
役
立
た
な
い
者

と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
世
末
期
〜
近
世
に
か
け
て
、
救
貧

理
念
の
重
心
は
来
世
か
ら
現
世
に
移
動
し
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し

た
中
で
社
会
的
に
有
用
な
「
真
の
貧
民
」
だ
け
が
救
済
の
対
象
と

さ
れ
、「
恥
ず
べ
き
貧
民
」
は
管
理
・
矯
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。「
真
の
貧
民
」
の
社
会
統
合
と
「
偽
貧
民
」
の
排
除
・
隔

離
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
。

救
貧
主
体
や
救
貧
理
念
の
変
化
は
、
慈
善
（
救
貧
）
施
設
と
し

て
の
施
療
院
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
教
会
・
修
道
院
を

主
要
な
経
営
母
体
と
し
た
一
三
世
紀
ま
で
の
施
療
院
は
、
多
数
の

小
規
模
な
施
療
院
の
併
存
に
よ
る
「
分
権
的
救
貧
」
を
特
色
と
し

て
お
り
、
農
村
部
へ
の
立
地
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
だ
が
深
刻
な

社
会
・
経
済
的
危
機
に
直
面
し
た
中
世
末
期
以
降
、
王
権
や
都
市

当
局
、
教
会
が
中
心
と
な
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
小
規
模
な
施
療
院

が
再
編
さ
れ
、
総
合
施
療
院hospitalgeneral

が
主
要
都
市
に

建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
主
要
都
市
に
立
地
し
た
総
合
施
療
院

は
、
救
貧
活
動
の
大
規
模
化
と
効
率
化
に
よ
る
「
集
権
的
救
貧
」

を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
都
市
的
救
貧
の
強
化
も
意
味
し
た
。

そ
こ
で
の
救
貧
対
象
は
「
真
の
貧
民
」
に
限
定
さ
れ
、
医
療
サ
ー

史

学

第
八
七
巻

第
三
号

一
六
二
（
三
八
六
）



ビ
ス
も
拡
充
さ
れ
て
、care

（
霊
的
救
済
）
か
らcure

（
身
体
的

治
療
）
へ
の
転
換
が
生
じ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
こ
の
時

代
に
は
、
健
常
者
の
感
染
防
止
と
地
域
の
労
働
力
確
保
を
目
的
に
、

ハ
ン
セ
ン
病
患
者
や
精
神
障
害
者
を
特
定
の
施
療
院
に
隔
離
す
る

傾
向
も
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
た
。
中
世
末
期
〜
近
世
に
か
け
て

富
者
と
貧
者
、
健
常
者
と
病
人
は
「
同
じ
肉
」
を
共
有
す
る
者
と

み
な
さ
れ
、
王
権
と
都
市
当
局
、
教
会
・
修
道
院
は
様
々
な
限
界

を
含
み
な
が
ら
も
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
共
同
体
の
資
源
の
一
部
を
慈

善
（
救
貧
）
と
い
う
「
公
共
部
門
」
に
政
策
的
に
分
配
し
始
め
た
。

以
上
の
よ
う
に
伝
統
的
な
救
貧
モ
デ
ル
は
、「
封
建
制
の
危

機
」
と
宗
教
改
革
、「
強
権
的
王
政
」
成
立
期
た
る
一
四
〜
一
六

世
紀
に
断
絶
を
見
、
こ
の
時
期
に
中
世
的
救
貧
か
ら
近
世
的
救
貧

へ
の
大
き
な
転
換
が
生
じ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う

し
た
断
絶
史
観
で
は
、
近
世
的
救
貧
シ
ス
テ
ム
を
重
視
す
る
あ
ま

り
、
中
世
以
来
の
救
貧
シ
ス
テ
ム
の
連
続
性
へ
の
視
点
が
希
薄
で

あ
る
。
こ
れ
を
批
判
し
中
世
と
近
世
の
連
続
性
な
い
し
重
層
性
を

強
調
し
た
の
が
、
中
世
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
史
家
ブ
ロ
ッ
ド
マ
ン
で
あ

り
、
一
四
〇
一
年
に
成
立
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
初
の
総
合
施
療
院
、

サ
ン
タ
・
ク
レ
ウ
施
療
院H

ospitalde
Santa

C
reu

も
そ
う
し

た
連
続
性
な
い
し
重
層
性
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

二
�
ス
ペ
イ
ン
王
権
と
総
合
施
療
院
（
2
）

バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
都
市
当
局
と
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
教
会
の
主
導
下
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
初
と
さ
れ
る
総
合
施
療
院
サ
ン
タ
・
ク
レ
ウ
施
療

院
が
、
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
で
創
建
さ
れ
る
の
は
、
封
建
制
の
危
機
の

時
代
に
あ
た
る
一
四
〇
一
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
五
世
紀
初
頭

の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
で
は
、
租
税
収
入
の
減
少
と
軍
事
・
公
共
支
出

の
膨
張
に
よ
る
財
政
危
機
、
反
ユ
ダ
ヤ
運
動
や
都
市
民
衆
の
蜂
起
、

王
位
継
承
争
い
な
ど
を
背
景
に
、
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
都
市
当
局
が
重

大
な
社
会
・
経
済
危
機
に
直
面
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
バ
ル

セ
ロ
ー
ナ
都
市
当
局
は
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
教
会
と
共
に
、
都
市
当
局

と
教
会
の
所
管
す
る
六
つ
の
施
療
院
の
統
廃
合
を
進
め
、
慈
善

（
救
貧
）
活
動
へ
の
介
入
を
強
め
た
。
サ
ン
タ
・
ク
レ
ウ
施
療
院

は
、
近
世
ス
ペ
イ
ン
で
一
般
化
す
る
慈
善
（
救
貧
）
活
動
へ
の
王

権
、
都
市
当
局
の
本
格
的
介
入
の
嚆
矢
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、

一
六
世
紀
以
降
、
ス
ペ
イ
ン
全
域
の
主
要
都
市
に
創
設
さ
れ
た
総

合
施
療
院
の
起
点
と
な
っ
た
。
そ
の
上
で
一
六
世
紀
初
頭
に
カ
ト

リ
ッ
ク
両
王
は
、
近
世
ス
ペ
イ
ン
を
代
表
す
る
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
王

立
施
療
院H

ospitalR
ealde

Santiago

を
聖
地
サ
ン
テ
ィ
ア

ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ー
ラ
に
創
設
す
る
。

中
世
以
来
の
施
療
院
を
モ
デ
ル
に
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
の
承
認
を

コ
メ
ン
ト
１

中
近
世
ス
ペ
イ
ン
の
慈
善（
救
貧
）研
究
の
視
点
か
ら

一
六
三
（
三
八
七
）



得
て
一
六
世
紀
初
頭
に
発
足
し
た
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
王
立
施
療
院
は
、

王
権
直
轄
の
施
療
院
と
さ
れ
、
国
王
裁
判
権
に
直
属
し
た
。
こ
の

サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
王
立
施
療
院
の
主
要
財
源
と
な
っ
た
の
は
、
王
権

か
ら
寄
進
さ
れ
た
聖
ヤ
コ
ブ
祈
念
課
税
と
公
債
売
却
益
で
あ
っ
た
。

聖
ヤ
コ
ブ
祈
念
課
税
は
、
聖
ヤ
コ
ブ
の
執
り
成
し
に
よ
る
レ
コ
ン

キ
ス
タ
運
動
完
遂
に
感
謝
し
、
旧
グ
ラ
ナ
ダ
王
国
の
全
て
の
住
民

に
課
せ
ら
れ
た
現
物
課
税
で
、
そ
の
三
分
の
一
が
カ
ト
リ
ッ
ク
両

王
に
よ
り
同
施
療
院
に
寄
進
さ
れ
た
。
公
債
売
却
益
と
は
、
サ
ン

テ
ィ
ア
ゴ
大
司
教
管
区
内
で
徴
収
さ
れ
た
流
通
税
収
入
を
基
礎
に
、

王
権
に
よ
り
発
行
さ
れ
、
毎
年
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
王
立
施
療
院
に
寄

進
さ
れ
た
公
債
か
ら
の
収
入
を
さ
す
。
一
七
世
紀
初
頭
の
サ
ン
テ

ィ
ア
ゴ
王
立
施
療
院
に
あ
っ
て
は
、
両
収
入
で
施
療
院
収
入
の
約

七
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
た
。
支
出
に
つ
い
て
い
え
ば
、
食
費
を

加
え
た
施
療
院
聖
俗
職
員
の
人
件
費
だ
け
で
、
全
支
出
の
約
六
〇

パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
一
方
、
慈
善
（
救
貧
）
活
動
に
と
っ
て
重

要
な
意
味
を
も
つ
、
病
人
な
ど
へ
の
食
費
と
薬
剤
費
の
支
出
は
、

施
療
院
全
支
出
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
に
抑
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
支
出
配
分
は
、
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
王
立
施
療
院
が
ス
ペ
イ

ン
国
王
の
救
霊
を
第
一
義
的
目
的
と
し
、
慈
善
（
救
貧
）
は
そ
の

た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

国
王
裁
判
権
に
服
し
た
施
療
院
組
織
の
頂
点
に
位
置
し
た
の
は
、

王
権
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
施
療
院
に
居
住
し
た
施
療
院
監
督
官

で
あ
っ
た
。
施
療
院
監
督
官
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
司
教
や
聖
堂

参
事
会
員
、
国
王
役
人
で
あ
り
、
マ
ヨ
ー
ル
ド
ー
モ
（
財
産
管
理

官
）、
書
記
、
司
祭
、
医
者
、
薬
剤
師
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
施

療
院
評
議
会
を
司
宰
し
た
。
ス
ペ
イ
ン
人
司
祭
（
四
名
）
と
外
国

人
司
祭
（
四
名
）
か
ら
成
る
八
名
の
司
祭
は
、
毎
日
、
礼
拝
堂
で

ス
ペ
イ
ン
王
の
た
め
の
ミ
サ
を
執
り
行
い
、
巡
礼
者
や
病
人
の
霊

的
救
済
に
携
わ
っ
た
。
内
科
医
（
二
名
）
と
外
科
医
（
一
名
）
は

毎
日
、
施
療
院
を
回
診
し
て
、
病
人
の
治
療
に
あ
た
る
一
方
、
同

施
療
院
に
は
、
男
性
患
者
の
世
話
を
す
る
男
性
看
護
士
と
看
護
助

手
（
一
三
名
）、
女
性
患
者
の
た
め
の
女
性
看
護
士
と
女
性
看
護

助
手
（
八
名
）
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
ガ
リ
シ
ア
地
方
で
唯
一
の

孤
児
院
を
併
設
し
た
同
施
療
院
は
、
多
数
の
孤
児
を
扶
養
し
て
お

り
、
孤
児
の
養
育
を
す
る
二
名
の
乳
母
も
雇
用
さ
れ
て
い
た
。

サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
王
立
施
療
院
は
、
も
と
も
と
巡
礼
者
や
孤
児
の

た
め
の
施
設
と
し
て
設
立
さ
れ
た
が
、
宗
教
改
革
の
余
波
を
受
け
、

巡
礼
者
が
大
幅
に
減
少
し
た
一
六
世
紀
後
半
以
降
、
ガ
リ
シ
ア
地

方
の
病
人
も
受
容
し
、
施
療
院
の
慈
善
（
救
貧
）
活
動
の
重
心
は
、

次
第
に
地
域
の
病
人
に
移
動
し
た
。
十
分
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
ら
れ
な
か
っ
た
地
域
住
民
に
と
っ
て
、
医
者
に
よ
る
施
療
院
で

の
無
料
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
は
大
き
な
「
福
音
」
で
あ
っ
た
に
違
い

史

学

第
八
七
巻

第
三
号

一
六
四
（
三
八
八
）



な
い
。
そ
れ
は
富
者
と
貧
者
に
同
一
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
「
医
療
の
社
会
化
」
の
表
明
で
あ
る
と
共
に
、
地
域
民
衆
の
不

満
を
抑
制
し
、
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
手
段
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
無
料
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
で
き
た
の
は
、
罹
患
し
た

「
真
の
貧
民
」
に
限
定
さ
れ
、「
恥
ず
べ
き
貧
民
」
は
排
除
さ
れ
た
。

「
貧
民
」
の
差
別
化
と
「
社
会
的
規
律
化
」
の
一
端
を
垣
間
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
孤
児
に
つ
い
て
は
一
五
四
六
年
当
時
、
二
名
の

乳
母
が
一
九
六
名
の
ガ
リ
シ
ア
地
方
の
孤
児
を
養
育
し
て
い
た
。

一
五
四
六
年
当
時
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
王
立
施
療
院
は
、
患
者
ベ

ッ
ド
台
数
一
四
〇
（
男
性
用
一
〇
〇
、
女
性
用
四
〇
）
に
対
し
、

男
女
の
患
者
一
五
三
人
（
男
性
一
一
二
人
、
女
性
四
一
人
）
を
収

容
し
て
い
た
。
ベ
ッ
ド
台
数
と
患
者
数
に
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
の

は
、
一
台
の
ベ
ッ
ド
を
複
数
の
患
者
が
共
用
し
て
い
る
た
め
で
あ

る
。
こ
う
し
た
ベ
ッ
ド
の
多
く
に
は
、
看
護
師
を
呼
び
寄
せ
る
た

め
の
鈴
と
、
患
者
の
「
個
人
化
」
を
意
味
す
る
仕
切
り
カ
ー
テ
ン

も
付
さ
れ
て
い
た
。
一
五
三
人
の
患
者
、
直
接
間
接
的
に
養
育
す

る
一
九
六
人
の
孤
児
に
加
え
、
同
施
療
院
は
一
〇
〇
人
以
上
の
巡

礼
者
を
宿
泊
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
大
規
模
化
と
効

率
化
を
目
指
し
た
近
世
的
施
療
院
（
総
合
施
療
院
）
の
典
型
で
あ

っ
た
。
そ
の
一
方
で
病
室
の
ベ
ッ
ド
は
全
て
が
、
礼
拝
堂
の
方
向

に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
聖
ヤ
コ
ブ
の
執
り
成
し
に
よ
る
病
気
治
癒

と
い
う
伝
統
的
病
因
観
が
維
持
さ
れ
て
い
た
。

サ
ー
ビ
ス
内
容
と
し
て
は
、
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
他
に
食
事
、
暖

房
、
照
明
、
医
療
、
宗
教
サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
提
供
さ
れ
た
。
巡
礼

者
は
三
日
以
内
の
無
料
の
宿
泊
・
食
事
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
さ
れ
た

し
、
病
人
も
一
七
世
紀
に
は
、
平
均
二
〇
日
の
宿
泊
・
食
事
・
医

療
サ
ー
ビ
ス
を
保
障
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
中

心
と
な
っ
た
の
は
、
二
名
の
内
科
医
と
一
名
の
外
科
医
で
あ
る
。

内
科
医
は
一
日
三
回
、
外
科
医
は
一
日
二
回
の
回
診
を
義
務
づ
け

ら
れ
、
必
要
と
あ
れ
ば
内
科
医
は
施
療
院
に
泊
ま
り
込
み
、
夜
間

回
診
も
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
六
世
紀
後
半
以
降
、
地
域

民
衆
へ
の
病
気
治
療
に
施
療
院
活
動
の
重
心
が
移
動
す
る
中
で
、

貧
民
に
対
し
て
も
富
者
と
同
様
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
た

こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
様
々
な
限
界
を
含
み
な
が
ら
も
、
そ
れ

は
「
医
療
の
社
会
化
」
へ
向
け
て
の
第
一
歩
で
あ
り
、
サ
ン
テ
ィ

ア
ゴ
王
立
施
療
院
が
、
近
世
ス
ペ
イ
ン
の
総
合
施
療
院
の
モ
デ
ル

と
さ
れ
る
最
大
の
根
拠
で
も
あ
っ
た
。

近
世
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
慈
善
（
救
貧
）
活
動
の
主
体
は
王
権

で
あ
り
、
そ
れ
は
慈
善
（
救
貧
）
活
動
の
「
世
俗
化
」
な
い
し

「
集
権
化
」
を
意
味
す
る
。
し
か
し
近
世
ス
ペ
イ
ン
の
全
て
の
慈

善
（
救
貧
）
活
動
が
、
王
権
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
近
世
ス
ペ
イ
ン
を
代
表
す
る
王
立
施
療
院
が
設
立
さ
れ
た
聖

コ
メ
ン
ト
１

中
近
世
ス
ペ
イ
ン
の
慈
善（
救
貧
）研
究
の
視
点
か
ら
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地
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ー
ラ
で
す
ら
、
教
会
や
修

道
院
、
兄
弟
団
な
ど
に
よ
る
伝
統
的
慈
善
（
救
貧
）
活
動
が
継
続

さ
れ
、
施
療
院
の
統
廃
合
や
管
理
権
を
め
ぐ
り
、
王
権
と
都
市
当

局
、
教
会
・
修
道
院
、
兄
弟
団
な
ど
と
の
対
立
が
生
じ
た
。
こ
う

し
た
軋
轢
に
も
拘
わ
ら
ず
、
近
世
ス
ペ
イ
ン
の
主
要
都
市
で
は
、

慈
善
（
救
貧
）
活
動
の
主
体
が
、
確
実
に
王
権
や
都
市
当
局
と
い

っ
た
公
権
力
へ
移
動
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
中
世
以
来

の
伝
統
的
慈
善
（
救
貧
）
主
体
も
存
続
、
重
層
化
し
、
決
定
的
な

断
絶
は
生
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
決
定
的
な
断
絶
が
生
じ
た
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
教
会
・
修
道
院
財
産
の
解
放
な
ど
の
自
由
主
義

的
改
革
が
断
行
さ
れ
、
教
会
・
修
道
院
に
よ
る
慈
善
（
救
貧
）
活

動
が
大
打
撃
を
受
け
た
一
九
世
紀
後
半
以
降
を
待
た
ね
ば
な
ら
な

い
。三

�
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
慈
善
（
救
貧
）
活
動
（
3
）

（
ア
）
中
世
末
期
サ
ラ
ゴ
ー
サ
の
ユ
ダ
ヤ
人
兄
弟
団

サ
ラ
ゴ
ー
サ
は
ア
ラ
ゴ
ン
連
合
王
国
の
主
要
都
市
の
一
つ
で
、

一
五
世
紀
初
頭
の
都
市
人
口
は
約
二
万
人
、
そ
の
う
ち
ユ
ダ
ヤ
人

人
口
は
約
一
七
五
〇
人
と
推
定
さ
れ
、
ス
ペ
イ
ン
有
数
の
ユ
ダ
ヤ

人
共
同
体
（
ア
ル
ハ
マ
）
を
有
し
た
。
中
世
末
期
の
サ
ラ
ゴ
ー
サ

の
ユ
ダ
ヤ
人
が
組
織
し
た
兄
弟
団
の
一
つ
に
、
貧
し
い
ユ
ダ
ヤ
人

家
庭
の
子
供
た
ち
へ
の
教
育
支
援
を
目
的
と
し
た
「
タ
ル
ム
ー

ド
・
ト
ー
ラ
ー
兄
弟
団
」
が
あ
る
。
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
た
る

ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
、『
旧
約
聖
書
』
の
言
語
で
あ
る
ヘ
ブ
ラ
イ

語
と
宗
教
教
育
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
根
幹
を
な
す
も
の
で

あ
り
、
従
っ
て
教
育
支
援
は
、
貧
民
救
済
や
病
人
介
護
、
埋
葬
と

並
ぶ
重
要
な
慈
善
活
動
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

初
等
教
育
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
民
衆
層
の
子
供
を
含
め
た

六
〜
一
三
歳
の
学
齢
期
の
ユ
ダ
ヤ
人
男
子
で
あ
り
、
女
子
は
対
象

外
と
さ
れ
た
。
初
等
学
校
は
、
ア
ル
ハ
マ
の
中
心
部
に
位
置
す
る

シ
ナ
ゴ
ー
グ
の
内
部
も
し
く
は
近
く
に
置
か
れ
、
教
師
は
教
室
の

片
隅
に
家
族
と
共
に
住
み
こ
ん
だ
。
初
等
学
校
で
は
安
息
日
と
祝

祭
日
を
除
き
、
子
供
た
ち
が
毎
日
登
校
す
る
通
年
連
日
制
が
と
ら

れ
、
宗
教
教
育
と
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
読
み
書
き
、
算
術
が
教
え
ら
れ

た
。
初
等
教
育
が
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
不

可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ア
ル
ハ
マ
当
局
は
食
肉
と
ワ
イ
ン
、
結

婚
式
と
割
礼
式
、
葬
儀
な
ど
に
課
税
し
、
初
等
教
育
税
を
徴
収
し

た
。
こ
う
し
て
徴
収
さ
れ
た
初
等
教
育
税
は
目
的
税
で
、
そ
の
大

半
が
「
タ
ル
ム
ー
ド
・
ト
ー
ラ
ー
兄
弟
団
」
の
教
師
の
俸
給
に
充

当
さ
れ
た
。「
タ
ル
ム
ー
ド
・
ト
ー
ラ
ー
兄
弟
団
」
が
、
ア
ル
ハ

マ
の
初
等
教
育
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
、
初
等
教
育

と
流
通
税
収
入
と
の
密
接
な
関
係
は
、「
タ
ル
ム
ー
ド
・
ト
ー
ラ

史
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ー
兄
弟
団
」
の
半
ば
「
公
的
性
格
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
イ
）
近
世
グ
ラ
ナ
ダ
の
モ
リ
ス
コ
兄
弟
団

グ
ラ
ナ
ダ
の
モ
リ
ス
コ
（
改
宗
ム
ス
リ
ム
）
兄
弟
団
で
あ
る

「
我
ら
が
救
世
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
聖
な
る
復
活
兄
弟
団
」

は
、
グ
ラ
ナ
ダ
の
モ
リ
ス
コ
集
住
地
域
で
あ
る
、
ア
ル
バ
イ
シ
ン

地
区
の
モ
リ
ス
コ
男
性
を
主
要
会
員
と
し
て
、
一
五
六
〇
年
に
組

織
さ
れ
た
。
同
兄
弟
団
は
モ
リ
ス
コ
の
同
化
と
社
会
統
合
を
目
的

に
創
設
さ
れ
、
併
設
し
た
施
療
院
で
、
主
と
し
て
モ
リ
ス
コ
の
病

人
や
貧
民
を
対
象
と
し
た
慈
善
（
救
貧
）
活
動
を
展
開
し
た
。
こ

の
施
療
院
は
ム
ス
リ
ム
時
代
の
施
療
院
を
改
変
し
た
も
の
で
、
ア

ル
バ
イ
シ
ン
地
区
の
モ
リ
ス
コ
の
強
い
要
望
を
受
け
て
維
持
さ
れ

た
。
ム
ス
リ
ム
時
代
の
施
療
院
と
の
連
続
性
は
、
キ
リ
ス
ト
教
、

イ
ス
ラ
ー
ム
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
慈
善
と
救
貧
を
考
え
る
上
で

興
味
深
い
問
題
を
提
起
す
る
。

中
近
世
ス
ペ
イ
ン
の
慈
善
（
救
貧
）
を
特
色
づ
け
る
以
上
の
点

を
踏
ま
え
、
河
原
、
藤
木
報
告
に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
試

み
た
い
。

中
世
末
期
〜
近
世
の
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
王
権
や
都
市
当
局
と
い

っ
た
「
公
権
力
」
に
よ
る
慈
善
（
救
貧
）
活
動
へ
の
関
与
が
強
化

さ
れ
、
従
来
の
小
規
模
な
施
療
院
を
統
廃
合
し
つ
つ
、
主
要
都
市

に
総
合
施
療
院
が
創
設
さ
れ
た
。「
世
俗
的
救
貧
」「
都
市
的
救

貧
」「
集
権
的
救
貧
」
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
総
合
施
療
院
で
は
、

多
数
の
貧
民
や
病
人
、
孤
児
な
ど
を
対
象
に
、
大
規
模
で
効
率
的

な
慈
善
（
救
貧
）
が
追
求
さ
れ
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
やcare

（
霊
的
救
済
）
か
らcure

（
身
体
的
治
療
）
へ
の
転
換
も
生
じ
つ

つ
あ
っ
た
。
総
合
施
療
院
で
の
地
域
民
衆
へ
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
は
、「
医
療
の
社
会
化
」
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、

ス
ペ
イ
ン
王
権
へ
の
民
衆
の
支
持
を
確
保
す
る
礎
石
の
一
つ
と
な

っ
た
。
し
か
し
総
合
施
療
院
で
の
慈
善
（
救
貧
）
の
対
象
と
な
っ

た
の
は
、「
真
の
貧
民
」
に
限
定
さ
れ
、「
恥
ず
べ
き
貧
民
（
偽
貧

民
）」
は
排
除
さ
れ
た
。
労
働
力
確
保
の
た
め
の
「
差
別
的
救

貧
」
の
実
施
で
あ
り
、
そ
れ
は
ス
ペ
イ
ン
王
権
に
よ
る
「
公
共

善
」
や
「
社
会
的
規
律
化
」
と
不
可
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り

で
は
な
い
。
中
世
以
来
の
伝
統
的
慈
善
（
救
貧
）
主
体
や
施
療
院
、

病
因
観
も
存
続
し
、
総
合
施
療
院
や
「
医
療
の
社
会
化
」
は
こ
れ

ら
と
の
併
存
な
い
し
重
層
化
を
強
い
ら
れ
た
。

対
抗
宗
教
改
革
の
起
点
と
な
っ
た
ト
レ
ン
ト
公
会
議
以
降
、
多

く
の
総
合
施
療
院
が
ス
ペ
イ
ン
の
み
な
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ

ア
諸
都
市
で
も
創
設
さ
れ
た
。
一
八
世
紀
初
頭
の
ス
ペ
イ
ン
継
承

戦
争
ま
で
ス
ペ
イ
ン
の
統
治
下
に
置
か
れ
、
ス
ペ
イ
ン
以
上
に
都

コ
メ
ン
ト
１

中
近
世
ス
ペ
イ
ン
の
慈
善（
救
貧
）研
究
の
視
点
か
ら

一
六
七
（
三
九
一
）



市
化
の
進
ん
だ
フ
ラ
ン
ド
ル
諸
都
市
で
は
、
総
合
施
療
院
を
巡
る

状
況
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
の
か
。
地
中
海
の
覇
権
を
巡
り
ス

ペ
イ
ン
と
激
突
し
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
首
都
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
あ

っ
て
は
、「
世
俗
的
救
貧
」
や
「
都
市
的
救
貧
」
は
と
も
あ
れ
、

ス
ル
タ
ン
権
力
に
よ
る
「
集
権
的
救
貧
」
や
「
差
別
的
救
貧
」、

「
医
療
の
社
会
化
」
は
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
公
共
善
」
や

「
社
会
的
規
律
化
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
同
様
の
問
い
を
イ
ギ

リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
な
ど
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
国
に
つ

い
て
も
、
追
究
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
点
は
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
慈
善
（
救
貧
）
に
つ
い

て
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
で
は
一
五
世
紀
末
の
ユ
ダ
ヤ
人
追
放
令
と
、

一
六
世
紀
第
１
四
半
期
の
ム
デ
ハ
ル
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
支
配
下
の

ム
ス
リ
ム
）
追
放
令
に
よ
り
、
形
式
的
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る

社
会
・
宗
教
的
統
合
が
実
現
し
た
。
し
か
し
改
宗
後
も
コ
ン
ベ
ル

ソ
（
改
宗
ユ
ダ
ヤ
人
）
や
モ
リ
ス
コ
へ
の
差
別
と
偏
見
は
強
く
残

り
、
コ
ン
ベ
ル
ソ
や
モ
リ
ス
コ
民
衆
の
多
く
は
、「
旧
キ
リ
ス
ト

教
徒
」│
│
四
世
代
を
�
っ
て
異
教
徒
の
「
血
」
の
混
じ
っ
て
い

な
い
キ
リ
ス
ト
教
徒
│
│
の
兄
弟
団
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
そ
の
た

め
コ
ン
ベ
ル
ソ
や
モ
リ
ス
コ
民
衆
は
、
時
に
ユ
ダ
ヤ
人
や
ム
ス
リ

ム
時
代
の
施
療
院
を
利
用
し
つ
つ
、
固
有
の
慈
善
（
救
貧
）
活
動

を
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
は
逆
に
近
世
の
イ
ス
タ

ン
ブ
ル
で
は
、
異
教
徒
を
同
一
の
施
療
院
に
収
容
し
、
そ
こ
で
慈

善
（
救
貧
）
活
動
が
実
践
さ
れ
た
。
中
近
世
ス
ペ
イ
ン
や
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
施
療
院
で
例
を
見
な
い
、
こ
う
し
た
「
共
存
」
を
ど
う

捉
え
る
べ
き
か
。
多
数
の
異
教
徒
を
ズ
ィ
ン
ミ
ー
（
庇
護
民
）
と

し
て
包
摂
し
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
ス
ル
タ
ン
権
力
に
と
っ
て
、
こ

う
し
た
施
療
院
の
あ
り
方
は
当
然
の
帰
結
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
イ

ス
タ
ン
ブ
ル
以
外
の
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
都
市
の
施
療
院
で
も
、
同
様

の
「
共
存
」
が
確
認
さ
れ
る
の
か
。
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
イ
ス
ラ

ー
ム
世
界
に
お
け
る
権
力
と
慈
善
（
救
貧
）
の
異
同
を
考
察
す
る

上
で
、
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
が
隠
さ
れ
て
い
る
気
が
し
て
な
ら
な

い
。同

時
に
注
目
す
べ
き
は
、
慈
善
（
救
貧
）
活
動
の
一
環
と
し
て

の
ユ
ダ
ヤ
人
の
初
等
教
育
で
あ
り
、
モ
リ
ス
コ
施
療
院
の
連
続
性

で
あ
る
。
前
者
は
半
ば
「
公
的
性
格
」
を
も
つ
慈
善
（
救
貧
）
活

動
と
し
て
、
古
く
か
ら
実
践
さ
れ
て
お
り
、『
旧
約
聖
書
』
を
聖

典
の
一
つ
と
し
て
共
有
す
る
キ
リ
ス
ト
教
世
界
や
イ
ス
ラ
ー
ム
世

界
の
慈
善
（
救
貧
）
活
動
に
、
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
が

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
後
者
は
改
宗
後
も
持
続
す
る
ム
ス

リ
ム
時
代
の
慈
善
（
救
貧
）
活
動
の
連
続
性
を
示
し
て
お
り
、
イ

ス
ラ
ー
ム
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
慈
善
（
救
貧
）
活
動
の
親
近
性
を
示

唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

史

学

第
八
七
巻

第
三
号

一
六
八
（
三
九
二
）



註（
１
）
関
哲
行
「
中
近
世
ス
ペ
イ
ン
の
救
貧
│
│
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼

路
都
市
を
例
と
し
て
」『
中
世
環
地
中
海
圏
都
市
の
救
貧
』
慶
應
義

塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、
九
四
―
九
七
頁
。

（
２
）
同
書
、
一
〇
六
―
一
二
〇
頁
。

（
３
）
関
哲
行
「
第
六
章
ス
ペ
イ
ン
」『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
近
世
の
兄
弟

会
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
、
三
三
七
―
三
四
四
頁
。

コ
メ
ン
ト
１

中
近
世
ス
ペ
イ
ン
の
慈
善（
救
貧
）研
究
の
視
点
か
ら

一
六
九
（
三
九
三
）


